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出生時育児休業支援金制度（当社の独自制度）：2025 年 4 月導入 

 

　2025 年 4 月、厚生労働省は「出生後休業支援給付金」を創設しました。 

これは、子どもの出生直後一定期間内に、父親と母親の両方が 14 日以上の育児休業

を取得した場合に給付率が引き上げられる制度です。 

しかし、この要件を満たさず給付金を受けられない社員も安心して育児休業を取

得できるよう、当社は「育児休業取得による収入減を補填する独自の制度」として『出

生時育児休業支援制度』を導入しました。 
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当社は、社員が安心して働ける環境づくりを目指し、職場環境の改善や多様な働き方

を推進してきました。 

今回の制度もその一環であり、男性社員の育児休業取得率向上と社員満足度のさら

なる向上を目指しています。 

 

制度開始後、男性社員の育児休業取得率は過去最高水準で推移しています。今後も社

員が仕事と生活を両立しながら、能力を最大限に発揮できる企業文化の構築に努め

てまいります。 
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